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238 回南部町農業委員会総会会議録 

 

 

１．開会年月日  令和 7年 4月 1日（火） 午前 11時 25分 

 

２．閉会年月日  令和 7年 4月 1日（火） 午前 11時 40分 

 

３．開 催 場 所  南部町役場 

 

４．出席委員（14人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．欠 席 委 員（2人） 

 

６．会 議 書 記 

   事務局長         野 月 正 治 

   主幹           佐 藤 弓 孔 

   主査           宮 野 健 人 

 

７．会 議 日 程 

日程第１  議席の指定 

日程第２  会期の決定 

日程第３  会議録署名委員の指名 

日程第４  議案第１号 南部町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱について 

  

会長 4番 中 村 文 男  

会長職務代理 2番 川守田 雄 一  

委員 1番 石 塚 正 義 

5番 工 藤 静 夫 

8番 石 橋 薫 

10番 赤 石 敏 文 

12番 山 田 憲 幸 

14番 黒 坂 昭 彦 

 

3番 三 浦 恵美子 

6番 夏 堀 健 一 

9番 佐々木 一 雄 

11番 夏 坂 元一朗 

13番 佐々木 徳 志 

16番 工 藤 信 仁 

 7番 川門前 俊 文 15番 梅 内 道 子 
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事務局長 

 

ただいまから、第 238回南部町農業委員会総会を開会いたします。 

はじめに、中村会長より、ごあいさつをお願いいたします。 

会  長 「あいさつ」 

事務局長 

 

本日の出席委員は 16 名中 14 名で、委員定足数に達しておりますので、第 238 回総

会は成立しております。 

それでは、南部町農業委員会会議規則第７条の規定により、議長は会長が務めるこ

ととなっておりますので、以降の議事の進行は中村会長にお願いいたします。 

（11時 26分） 

議  長 

 

 それでは、これより議事に入ります。 

 本日の会議日程は、ご配布のとおりです。 

 日程第１ 「議席の指定」を行います。 

 議席の指定は、南部町農業委員会会議規則第６条の規定により、「くじ」で定めるこ

とになっております。 

 事務局が「くじ」を持って仮議席番号１番から順に、各席を回ります。1人の方が「く

じ」を引いた都度に、事務局がその番号を読み上げて確認します。「くじ」はそのまま

お持ちください。 

全員が「くじ」を引き終わりましたら、お手元の名札スタンドを持って、引いた番号

の席に移動をお願いします。 

 なお、本日、欠席者 2名につきましては残った「くじ」番号を議席とします。 

 （全員が「くじ」を引き終わり 席に移動） 

議  長 議席は、ただいま着席のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし、の声あり） 

議  長 

 

ご異議なしと認めます。 

 議席は、ただいま着席のとおり決定しました。 

（11時 31分） 

議  長 

 

次に、日程第２「会期の決定について」を議題とします。 

 本総会の会期は、本日１日にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

議  長 

 

ご異議なしと認めます。 

 会期は本日１日に決定しました。 

次に、日程第３「会議録署名委員の指名」を行います。 
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上記のとおり、会議のてん末を記載し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

   令和 7年 4月 1日 

 

南部町農業委員会会長                    

 

南部町農業委員会委員                    

 

南部町農業委員会委員                    

 会議録署名委員は、南部町農業委員会会議規則第 16条第１項の規定により、議長が

指名します。 

 １番 石塚 正義 委員 

 ２番 川守田 雄一 委員 を指名いたします。 

 次に、日程第４ 議案第１号「南部町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱

について」を議題とします。 

 議案の説明を求めます。 

 宮野主査 

宮野主査 

 

農業委員会等に関する法律第 17条の規程により「農地利用最適化推進委員」の委嘱

について、同意を求めるものです。 

番号１番から 14番まで、氏名、性別、生年月日、担当地区の説明 

 委嘱の期間は、令和 7年 4月 1日から令和 10年 3月 31日までの３年間です。 

 以上です。 

議 長 議案第１号について、ご意見ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については、原案のとおり委嘱することに決定しました。 

 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

第 238回南部町農業委員会総会を閉会いたします。 

ごくろうさまでした。 

（11時 40分） 

 終礼を行います。 

  ・起立  ・礼  ・着席 


